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適合評価プロセス:カテゴリーの決定 
                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 
 
 

器 

ガス、液化ガス、

溶解ガス蒸気用 
及び最大許容温

度での蒸気圧が

0.5barを超える

液体 
（ゲージ圧」 

グループ１ 
附属書 II、表１

グループ２ 
附属書 II、表 2

            カテゴリー 
V＞１、25＜PS＊V≦50       

V＞１、50＜PS＊V≦200      

V≦１、200＜PS＊V≦1000    

V＞１、200＜PS＊V≦1000    

V≦１、1000＜PS        

V＞１、1000＜PS＊V        

V＞2、PS＊V≦50         

50＜PS＊V≦200、PS≦32       

V≦1000、200＜PS＊V≦3000  

であり PS≦32           

２＜V、32＜PS 
Ｖ≦1000，3000＜PS＊V，PS≦32   
V＞1000               

 

最大許容温度で

の 蒸 気 圧 が

0.5barを越えな

い液体 
（ゲージ圧） 

グループ１ 
附属書 II、表３

グループ２ 
附属書 II、表４

V＞１、50＜PS＊V≦200      

V＞１、200＜PS＊V≦1000     

V≦１、1000＜PS＊V≦3000   

V＞１、1000＜PS＊V≦3000     

 300＜PS＊V, PS≦４ 
V≦１、3000＜PS         

V＞１、3000＜PS＊V,４＜PS    

200＜PS＊V PS≦10       

V＞１、200＜PS＊V であり 
10＜PS≦500       

V≦１、500＜PS      

V＞１、500＜PS         

 

蒸気又は過熱水発生機器 附属書 II、表５

10000＜PS＊V、であり 
10＜PS≦500           

V≦10、1000＜PS 
V＞10、1000＜PS＊V、500≦PS   
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Ⅰ 

配 
 
 
 
 

管 

ガス、液化ガス、

溶解ガス蒸気用 
及び最大許容温

度での蒸気圧が

0.5barを超える

液体 
（ゲージ圧） 

グループ１ 
附属書 II、表 6

グループ２ 
附属書 II、表 7

            カテゴリー 
25＜DN≦100、PS＊DN ≦1000     

25＜DN≦100、1000<PS*DN       

100＜DN≦350、PS*DN≦3500 

100＜DN≦350、3500＜PS＊DN    

350＜DN 

最大許容温度で

の 蒸 気 圧 が

0.5bar以下の液

体 
（ゲージ圧） 

グループ１ 
附属書 II、表 8

グループ２ 
附属書 II、表 9

2000＜PS＊DN、 PS≦10       

25＜DN, 2000＜PS＊DN 
であり 10＜PS≦500         

25＜DN  500＜PS         

200＜DN、5000＜PS＊DN,      
であり 10＜PS≦500 

200＜DN、500＜PS          
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安全用アクセサリー 
ア
ク
セ
サ
リ
ー 

32＜DN≦100、1000＜PS＊DN    
100＜DN、1000<PS*DN≦3500     

100＜DN≦250、3500＜PS*DN 
250＜DN、3500＜PS＊DN≦5000   

250＜DN、5000＜PS*DN       

圧力アクセサリー 

安全弁破裂板安全装置、バックリングロッド、 
安全圧力開システム、圧力スイッチ、温度スイッチ、

レベルスイッチ等 

操作機能及び耐圧ハウジング 

容器、配管に準じたカテゴリ 
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